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�愛媛県告示第１０１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士と

して採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の

募集期間を次のとおり告示する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成１９年度３・４月採用分（追加募集））

平成２０年２月１２日（火）から

２月２２日（金）まで

�������
�愛媛県告示第１０３号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８

号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士

として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のと

おり定める。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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協定の適用を受けるものである。

告 示

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２０年２月２４日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西本医院 上浮穴郡久万高原町久万
２９２番地の６

医療法人社団
マ リ ナ 会

平成２３年
１月１８日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第１９３４号 平成２０年２月１日

平成２０年２月１日金曜日 第１９３４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１０４号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５８０．２３ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２１．０６

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３８０．７４
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２６．０４

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０８．３６
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２６１．７５

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３５３．１５

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２６３．５６

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６２４．９３

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２０．７２ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６７．７８

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ６９６．５２ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８４．７３

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １４．５２

八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び
山田の各一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４９．８０

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６１１．９２

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １１９．９４

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １７．９０ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．７８ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １．２６ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５５１．７６

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．４６

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９８０．６９

上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大
野ヶ原の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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�愛媛県第１０５号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。ただし、改正後の森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱第２条第１号の規

定は、同日以後に資格審査の申請をする者について適用し、同日前に資格審査の申請をした者については、なお従前の例による。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 競争入札等に参加することができる者は、林業労働力の確

保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項の規

定により知事の認定を受けた者であって、次に掲げる項目につい

て知事の審査を受け適格と認められたものとする。

� 事業者（法人にあっては、代表者）及び常時使用する従業員

のうち、次の表に掲げる職名ごとにそれぞれ同表に掲げる要件

（資格）

第２条 競争入札等に参加することができる者は、林業労働力の確

保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項の規

定により知事の認定を受けた者であって、次に掲げる項目につい

て知事の審査を受け適格と認められたものとする。

� 事業者（法人にあっては、代表者）及び常時使用する従業員

のうち、次の表の左欄に掲げる要件を満たす者の人数が同表の

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １３．０８

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 １７．２４ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９４

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡久万高原町（東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 ２１．１２ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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�������
�愛媛県告示第１０６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

野川Ａ
（２０３－
�－２０
１１�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野川Ａ
（２０３－
�－２０
１１�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野川Ｂ
（２０３－
�－２０
１２�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野川Ｂ
（２０３－
�－２０
１２�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

を満たす者の人数が同表に定める人数以上であること。 右欄 に定める人数以上であること。

省略 省略

�～� 省略 �～� 省略

第２条第１号の表を次のように改める。

職名 職 務 要 件 人数

１ 現

場代

理人

現場代理人は、工事現場に常駐

し、請負者の代理人として工事現

場の取締りを行うほか、工事の施

工及び契約に関する事務（請負代

金額の変更、工期の変更、請負代

金の請求及び受領、請負契約の解

除その他契約において定める事

項に係るものを除く。）を処理

する。

次の１又は２のいずれかに該当すること。

１ 県が実施する林業技術研修の基礎教育コース又はこれと同程度以上の研修を

修了し、かつ、３年以上森林整備工事の実務に従事した経験を有すること。

２ ５年以上森林整備工事の実務に従事した経験を有すること。

１人

２ 主

任技

術者

主任技術者は、工事現場にお

ける森林整備工事を適正に実施

するため、当該森林整備工事の

施工計画の作成、工程管理、品

質管理その他技術上の管理及び

当該森林整備工事の施工に従事

する者の技術上の指導監督を行

う。

次の１から３までのいずれかに該当し、かつ、測量士若しくは測量士補の資格

又は５年以上測量関係業務に従事した経験を有すること。

１ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８７条第３項の林業普及指導員資格試験に

合格したこと若しくは同項の資格を有すること又は森林法の一部を改正する

法律（平成１６年法律第２０号）による改正前の森林法第１８７条第５項の林業改良

指導員資格試験に合格したこと。

２ 森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第９条に規定する学歴を有し、かつ、

３年以上森林整備工事の実務に従事した経験を有すること。

３ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校（中等教育学校の後期課

程を含む。）において林業に関する正規の課程を修めて卒業し、県が実施する

林業技術研修の基礎教育コース若しくはこれと同程度以上の研修を修了し、又

は一級土木施工管理技士若しくは二級土木施工管理技士（土木）の資格を有し、

かつ、５年以上森林整備工事の実務に従事した経験を有すること。

１人

３ 林

業労

働者

林業労働者は、工事現場におけ

る森林整備工事の安全かつ適正

な施工に従事する。

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第５９条第３項に規定する特別の教育（労

働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第３６条第８号及び第８号の２に掲げ

る伐木等の業務に係るものに限る。）及び刈払機取扱作業者に対する安全衛生教

育について（平成１２年２月１６日付け労働省労働基準局長通知）に規定する刈払機

取扱作業者に対する安全衛生教育又はこれらの教育と同程度以上の教育を受け、

かつ、１年以上森林整備工事の実務に従事した経験を有すること。

６人

「 主任技術者

その他

事務職員

常用労働者

「 現場代理人

主任技術者

林業労働者

その他

様式第１号中 を に改める。

」 」

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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御別当
（２０３－
�－２１
１４�）

宇和島
市蒋渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

御別当
（２０３－
�－２１
１４�）

宇和島
市蒋渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本九島
Ａ
（２０３－
�－２１
３０�）

宇和島
市本九
島（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

本九島
Ａ
（２０３－
�－２１
３０�）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野川１２
－３
（２０３－
�－７２
�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野川１２
－３
（２０３－
�－７２
�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野川１２
－８
（２０３－
�－７７
�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野川１２
－８
（２０３－
�－７７
�）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇和津
１３－１
（２０３－
�－７８
�）

宇和島
市宇和
津一丁
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇和津
１３－１
（２０３－
�－７８
�）

宇和島
市宇和
津一丁
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西組
（Ａ）
（４８６－
�－２３
８２�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西組
（Ａ）
（４８６－
�－２３
８２�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上組
（４８６－
�－２３
８４�）

宇和島
市津島
町上槙
・上組
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上組
（４８６－
�－２３
８４�）

宇和島
市津島
町上槙
・上組
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泥目水
（４８６－
�－２３
８９�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泥目水
（４８６－
�－２３
８９�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

塩定
（Ａ）
（４８６－
�－２３
９９�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

塩定
（Ａ）
（４８６－
�－２３
９９�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

塩定
（Ｂ）
（４８６－
�－２４
００�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

塩定
（Ｂ）
（４８６－
�－２４
００�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曲烏
（Ａ）
（４８６－
�－２４
０２�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曲烏
（Ａ）
（４８６－
�－２４
０２�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曲烏
（Ｂ）
（４８６－
�－２４
０３�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曲烏
（Ｂ）
（４８６－
�－２４
０３�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

内田
（Ａ）
（４８６－
�－１０
２�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

内田
（Ａ）
（４８６－
�－１０
２�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鴨田
（Ａ）
（４８６－
�－１０
３�）

宇和島
市津島
町下畑
地・鴨
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鴨田
（Ａ）
（４８６－
�－１０
３�）

宇和島
市津島
町下畑
地・鴨
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上槙
（Ｄ）
（４８６－
�－１１
０�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上槙
（Ｄ）
（４８６－
�－１１
０�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上槙
（Ｇ）
（４８６－
�－１１
３�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上槙
（Ｇ）
（４８６－
�－１１
３�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東組
（Ａ）
（４８６－
�－１１
６�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東組
（Ａ）
（４８６－
�－１１
６�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東組
（Ｂ）
（４８６－
�－１１
７�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東組
（Ｂ）
（４８６－
�－１１
７�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大門
（Ｂ）
（４８６－
�－１２
２�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大門
（Ｂ）
（４８６－
�－１２
２�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上組
（Ａ）
（４８６－
�－１２
４�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上組
（Ａ）
（４８６－
�－１２
４�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小祝
（Ａ）
（４８６－
�－１２
５�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小祝
（Ａ）
（４８６－
�－１２
５�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浜
（４８６－
�－１３
１�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浜
（４８６－
�－１３
１�）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大門
（Ｃ）
（４８６－
�－１５
８�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大門
（Ｃ）
（４８６－
�－１５
８�）

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上槙
（Ｉ）
（４８６－
�－１６
７�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上槙
（Ｉ）
（４８６－
�－１６
７�）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

犬除
（Ｂ）
（４８６－
�－１７
８�）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

犬除
（Ｂ）
（４８６－
�－１７
８�）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

北野川
（２０３－
１０７３）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 北野川
（２０３－
１０７３）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東野川
（２０３－
１０７５）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 東野川
（２０３－
１０７５）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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野川
（２０３－
１０７６）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 野川
（２０３－
１０７６）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

矢ヶ浜
川
（２０３－
１１９８－
１）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 矢ヶ浜
川
（２０３－
１１９８－
１）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大島川
（２０３－
１１９９）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 大島川
（２０３－
１１９９）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宿ノ浦
川
（２０３－
１２０１）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 宿ノ浦
川
（２０３－
１２０１）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西宿の
浦川
（２０３－
１２０２）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 西宿の
浦川
（２０３－
１２０２）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮市川
（２０３－
１２０３）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 宮市川
（２０３－
１２０３）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南豊の
浦川
（２０３－
１２０４）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 南豊の
浦川
（２０３－
１２０４）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北豊の
浦川
（２０３－
１２０５）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 北豊の
浦川
（２０３－
１２０５）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高助川
（２０３－
１２０６）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 高助川
（２０３－
１２０６）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本九島
川
（２０３－
１２３１）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 本九島
川
（２０３－
１２３１）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本九島
中川
（２０３－
１２３２）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 本九島
中川
（２０３－
１２３２）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東本九
島川
（２０３－
１２３３）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 東本九
島川
（２０３－
１２３３）

宇和島
市本九
島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西百ノ
浦川
（２０３－
１２３４）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 西百ノ
浦川
（２０３－
１２３４）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
１）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
１）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
２）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
２）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
３）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 百ノ浦
川
（２０３－
１２３５－
３）

宇和島
市百之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西蛤川
（２０３－
１２３６）

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 西蛤川
（２０３－
１２３６）

宇和島
市蛤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田之浜
川
（４８６－
１６５８）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 田之浜
川
（４８６－
１６５８）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

曾根川
（４８６－
１６６０
ａ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 曾根川
（４８６－
１６６０
ａ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

曾根川
（４８６－
１６６０
ｂ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 曾根川
（４８６－
１６６０
ｂ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

脇川
（４８６－
１６６１）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 脇川
（４８６－
１６６１）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東川
（４８６－
１６６２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 東川
（４８６－
１６６２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

山越川
（４８６－
１６６３）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 山越川
（４８６－
１６６３）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南山越
川
（４８６－
１６６４）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 南山越
川
（４８６－
１６６４）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鼠鳴小
川
（４８６－
１６６６）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 鼠鳴小
川
（４８６－
１６６６）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

針木川
（４８６－
１６７２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 針木川
（４８６－
１６７２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塩定川
（４８６－
１６７４）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 塩定川
（４８６－
１６７４）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上柿ノ
浦川
（４８６－
１６７５）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 上柿ノ
浦川
（４８６－
１６７５）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柿ノ
浦川
（４８６－
１６７６）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 下柿ノ
浦川
（４８６－
１６７６）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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曲烏川
（４８６－
１６７７
ａ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 曲烏川
（４８６－
１６７７
ａ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

曲烏川
（４８６－
１６７７
ｂ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 曲烏川
（４８６－
１６７７
ｂ）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西曲烏
川
（４８６－
１６７８）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 西曲烏
川
（４８６－
１６７８）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下槇谷
（４８６－
１６８７）

宇和島
市津島
町槇川
（次の
図のと
おり）

土石流 下槇谷
（４８６－
１６８７）

宇和島
市津島
町槇川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東上槇
上組川
（４８６－
１６８８）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 東上槇
上組川
（４８６－
１６８８）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

元越下
組川
（４８６－
１６８９）

宇和島
市津島
町下畑
地・上
槇下
（次の
図のと
おり）

土石流 元越下
組川
（４８６－
１６８９）

宇和島
市津島
町下畑
地・上
槇下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北御内
川
（４８６－
１６９０）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 北御内
川
（４８６－
１６９０）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小梅谷
川
（４８６－
１６９１）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 小梅谷
川
（４８６－
１６９１）

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中保場
川
（４８６－
２４１９）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 中保場
川
（４８６－
２４１９）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

保場東
組川
（４８６－
２４２４）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 保場東
組川
（４８６－
２４２４）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西妙典
川
（４８６－
２４５２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 西妙典
川
（４８６－
２４５２）

宇和島
市津島
町下灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西小岩
道川
（４８６－
２４６５
ａ）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 西小岩
道川
（４８６－
２４６５
ａ）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西小岩
道川
（４８６－
２４６５
ｂ）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 西小岩
道川
（４８６－
２４６５
ｂ）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北小岩
道川
（４８６－
２４６６）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 北小岩
道川
（４８６－
２４６６）

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

宇和島地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）
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律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。
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土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

津越
（２０６－
�－１３
８�）

西条市
中野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

津越
（２０６－
�－１３
８�）

西条市
中野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下津池
（２０６－
�－１４
４�）

西条市
藤之石
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下津池
（２０６－
�－１４
４�）

西条市
藤之石
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒代
（２０６－
�－１４
６�）

西条市
藤之石
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒代
（２０６－
�－１４
６�）

西条市
藤之石
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東市倉
川
（２０６－
１１１９）

西条市
市倉
（次の
図のと
おり）

土石流 東市倉
川
（２０６－
１１１９）

西条市
市倉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

市倉川
（２０６－
１１２０）

西条市
市倉
（次の
図のと
おり）

土石流 市倉川
（２０６－
１１２０）

西条市
市倉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

千町上
川
（２０６－
１１２４－
１）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 千町上
川
（２０６－
１１２４－
１）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

千町上
川
（２０６－
１１２４－
２）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 千町上
川
（２０６－
１１２４－
２）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

千町川
（２０６－
１１２５）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 千町川
（２０６－
１１２５）

西条市
千町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

倉谷川
（２０６－
２０４５）

西条市
船形
（次の
図のと
おり）

土石流 倉谷川
（２０６－
２０４５）

西条市
船形
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西倉谷
川
（２０６－
２０４６）

西条市
船形
（次の
図のと
おり）

土石流 西倉谷
川
（２０６－
２０４６）

西条市
船形
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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中寺上
川
（２０６－
２０５５）

西条市
中寺
（次の
図のと
おり）

土石流 中寺上
川
（２０６－
２０５５）

西条市
中寺
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西条地方局建設部及び西条市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

大隆寺
北川
（２０３－
１０７１）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流

大鳥川
（２０３－
１０７２）

宇和島
市野川
（次の
図のと
おり）

土石流

矢ヶ浜
川
（２０３－
１１９８－
３）

宇和島
市蒋淵
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

宇和島地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

市倉川
上川
（２０６－
１１１８）

西条市
市倉
（次の
図のと
おり）

土石流

中寺下
川
（２０６－
２０５４）

西条市
中寺
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西条地方局建設部及び西条市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字弟地乙５５０番８から

同字乙５４９番７まで
平成２０年２月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２９７７番４から

同町甲２８４１番２まで

旧 ３．８～７．５
４．０～１０．５

０．２５０
０．０５５

新 ５．０～１４．０ ０．２５０

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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�愛媛県告示第１１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２９７７番４から

同町甲２８４１番２まで
平成２０年２月１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町乙２５４番２０から

同町乙２４０番３まで
平成２０年２月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町内子３５２５番地先から

同町五十崎１８５１番１地先まで

旧 ４．３～８６．０
５．４～８６．０

２．１８６
１．３０７

新 ５．４～７１．０ １．２８７

〃 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎１６９４番５地先から

同町五十崎１６９９番６まで

旧 １０．０～６０．０ ０．１８２

新 １９．０～３５．０ ０．１０３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代乙７３番１地先から

同市真網代乙１７８番４まで

旧 ６．２～４６．０ ０．４２８

新 １１．５～５４．０ ０．４１０

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積乙３６０番２７から

同町穂積乙３６０番３２まで
平成２０年２月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾７０７番７から

同市松尾９３１番１１まで

旧 ４．２～１５．４ ０．３９３

新 １３．０～８８．４ ０．２８０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町家串３番３から

同町家串１０番２まで

旧 ７．０～３６．５ ０．０６２

新 ７．４～４６．０ ０．０６２

〃 〃
南宇和郡愛南町家串１１番地先から

同町家串３１番３地先まで

旧 ５．０～９．４ ０．０８５

新 ６．０～２０．８ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町五十崎１６９８番４地先から

同町五十崎１８５１番１地先まで
平成２０年２月１日

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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公 告

�������
�愛媛県告示第１２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、長浜都市計画地区計画の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年２月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町家串３番３から

同町家串１０番２まで
平成２０年２月１日

〃 〃
南宇和郡愛南町家串１１番地先から

同町家串３１番３地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町下久家９２２番地先から

同町下久家９０９番２まで

旧 ９．０～２８．０ ０．２１５

新 １３．０～５９．０ ０．２１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町下久家９２２番地先から

同町下久家９０９番２まで
平成２０年２月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年１月２１日 特定非営利活動法人
にこにこ日土 宇都宮 敏 夫 八幡浜市日土町２番耕地３９番地６ この法人は、不特定多数の人々に対して、生活

交通サービスを維持し生活力を高め、安全・安
心して暮らせる豊かな地域づくりに関する事業
を行い、住民の利便性の向上及び福祉の増進に
寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年２月１日 第１９３４号
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公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年２月１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）

１～４ 省略

５ 第４９条第３項の規定によるパーキン

グ・チケット発給設備の管理に関する事務

等の委託

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）

１～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許管理課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許管理課長
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選挙管理委員会告示

公営企業公告

�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成２０年２月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年２月１日

愛媛県立中央病院長

上 田 暢 男

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処分業務の委託

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処分業務：約４，３００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の清掃業務の実績を有し、委託業務につい

て、適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証

明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成２０年３月１７日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成２０年２月１日（金）から３月７日（金）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年３月１７日（月）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

委託業務を履行できることを証明する書類を添付して、入札書

の受領期限までに提出しなければならない。

法令 専決事項 法令 専決事項

道路交通法 １～４８ 省略

４９ 第１０８条の６第１項の規定による取消処

分者講習の業務に関する規程の認可

道路交通法 １～４８ 省略

省略 省略

�・� 省略 �・� 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

特別養護老人ホ
ームあさひ苑 宇和島市三浦西４９７９
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なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断した入札

者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条において例によ

ることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札

を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，３００，０００ liters

� Time limit of tender：１１：３０ a．m．，１７March ２００８

� For further information，please contact：Accounting Section，

General Affairs Division，Secretariat，Ehime Prefectural

Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，Ehime

７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年２月１日

愛媛県立中央病院長

上 田 暢 男

１ 入札に付する事項

� 件名

清掃業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県立中央病院清掃業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県立中央病院及び愛媛県立中央病院東洋医学研究所並び

に愛媛県立中央病院研修棟

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パ－セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の清掃業務の実績を有し、委託業務につい

て、適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証

明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成２０年３月２８日（金）午後２時００分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成２０年２月１日（金）から３月１４日（金）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年３月２８日（金）午後２時００分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

委託業務を履行できることを証明する書類を添付して、入札書

の受領期限までに提出しなければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断した入札

者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条において例によ
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ることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札

を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Cleaning

Services for Ehime Prefectural Central Hospital，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２８March ２００８

� For further information，please contact：Accounting Section，

General Affairs Division，Secretariat，Ehime Prefectural

Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，Ehime

７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年２月１日

愛媛県立中央病院長

上 田 暢 男

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）

第１回：約６５４，０００リットル

第２回：約７３７，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

第１回目：平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日まで

第２回目：平成２０年１０月１日から平成２１年３月３１日まで

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油燃料類」について、第１回

目の入札にあっては平成１９年度の、第２回目の入札にあっては平

成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

第１回目：平成２０年３月２８日（金）午後１時３０分

第２回目：平成２０年９月２６日（金）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

第１回目：平成２０年２月１日（金）から３月１４日（金）ま

での執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から

午後５時１５分までをいう。以下同じ。）

第２回目：平成２０年２月１日（金）から９月１２日（金）ま

での執務時間中

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

第１回目：平成２０年３月２８日（金）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議

室

第２回目：平成２０年９月２６日（金）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議

室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。
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雑 報

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Heavy

Oil（JIS K２２０５ class １ No．２）

１st contract： approximately６５４，０００ liters

２nd contract： approximately７３７，０００ liters

� Time limit of tender：

１st：１：３０ p．m．，２８March２００８

２nd：１：３０ p．m．，２６ September２００８

� For further information，please contact：Accounting Section，

General Affairs Division，Secretariat，Ehime Prefectural

Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，Ehime

７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�愛媛海区漁業調整委員会指示第７１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

平成１９年１２月１８日に次のとおり指示した。

なお、同日に愛媛海区漁業調整委員会指示第１９号は、廃止した。

平成２０年２月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

瀬戸内海（漁業法第１１０条第２項に規定する瀬戸内海をいう。）

のうち愛媛県海域においては、「ふぐ浮き延なわ漁業」は、営んで

はならない。

平成２０年２月１日 発行
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